
＜児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金＞ 令和８年度概算要求額 236億円の内数（207億円の内数）

支援局 障害児支援課障害児安全安心対策事業

事業の目的

 障害児通所支援事業所において、ICTを活用したこども見守りサービス等の機器の導入、登降園管理システムに係る経費の補助を行う
ことで、こどもの安全を守るための万全の対策を講じるとともに、こどもを預けている保護者の不安解消を図る。

 こどもの安全安心なプライバシー保護の観点等から、障害児支援事業所等における性被害防止対策の支援を行う。

事業の概要

 こどもの安全対策を講じるため、次に掲げる事業を実施する際、備品購入等の費用に係る補助を行う。
① ICTを活用したこどもの見守り支援事業

・ICTを活用したこどもの見守りサービス等の安全対策に資する機器等の導入
② 登降園管理システム支援事業

・適切な登降園管理を行うためのシステムの導入
③ 障害児支援事業所等における性被害防止対策支援事業【拡充】

・性被害防止対策を行うため、必要な設備・備品の購入等に要する経費を補助する。

実施主体等
【実施主体】都道府県、指定都市、中核市
【負担割合】（①及び②）国3/5、都道府県・指定都市・中核市１/5、事業者1/5

（③）国1/2、都道府県・市区町村1/4、事業者1/4
【補助基準額】

①１施設又は事業所当たり 200千円
②（端末購入を行わない場合）１施設又は事業所当たり 200千円（端末購入を行う場合） １事業所当たり 700千円
③１施設又は事業所当たり 100千円以内
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